
議案第１２３号

渋川市消防団条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年１１月３０日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市消防団条例の一部を改正する条例

渋川市消防団条例（平成２４年渋川市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。

第３条中「６５２人」を「６６２人」に改める。

第５条第３項中「、ラッパ長」の次に「、女性消防隊長」を、「副ラッパ

長」の次に「、副女性消防隊長」を加える。

別表基本団員の部ラッパ長の項の次に次のように加える。

女性消防隊長 ２０１，０００円

別表基本団員の部副ラッパ長の項の次に次のように加える。

副女性消防隊長 １６３，０００円

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

理 由

消防団に女性消防隊を設置するため、所要の改正をしようとするものであ

る。



渋川市消防団条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定員） （定員）

第３条 消防団員の定員は、６６２人とする。 第３条 消防団員の定員は、６５２人とする。

（任用） （任用）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 団長、副団長、方面隊長、副方面隊長、分団長、ラッパ長、女性消防隊 ３ 団長、副団長、方面隊長、副方面隊長、分団長、ラッパ長

長、副分団長、副ラッパ長、副女性消防隊長、部長及び班長の任期は、２ 、副分団長、副ラッパ長 、部長及び班長の任期は、２

年以内とし、再任を妨げない。 年以内とし、再任を妨げない。

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係）

種類 職名 年額 種類 職名 年額

基本団員 団長 ４０３，０００円 基本団員 団長 ４０３，０００円

(略） (略）

ラッパ長 ２０１，０００円 ラッパ長 ２０１，０００円

女性消防隊長 ２０１，０００円 副分団長 １６３，０００円

副分団長 １６３，０００円 副ラッパ長 １６３，０００円

副ラッパ長 １６３，０００円 部長 ７０，０００円

副女性消防隊長 １６３，０００円

部長 ７０，０００円 (略）

(略）

(略）

(略）
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渋川市消防団組織
職名

団本部 （階級）

分　　団

方面隊

第１方面隊 　

渋川

第2方面隊 　

伊香保

第3方面隊 　

小野上・子持

第4方面隊 　

赤城・北橘

団　長　　　　
(団長）

副団長
（副団長）

方面隊長
（副団長）

副方面隊長　　　　
（分団長）

第1分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第2分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）副団長

〔副団長）
第3分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

機能別団員
（団員）

第4分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第5分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第6分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第7分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第8分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第9分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第10分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第11分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第12分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

方面隊長
（副団長）

副方面隊長　　　　
（分団長）

第1３分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第14分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第15分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

機能別団員
（団員）

第16分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

方面隊長
（副団長）

副方面隊長　　　　
（分団長）

第17分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第18分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第２1分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

機能別団員
（団員）

第２２分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第２３分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第２４分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

方面隊長
（副団長）

副方面隊長　　　　
（分団長）

第２５分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第２６分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第２７分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

機能別団員
（団員）

第２８分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第２９分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第３０分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第３１分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

第３２分団長　
（分団長）

副分団長　
（副分団長）

部長　　
（部長）

班長　　　　
（班長）

団員　　　
（団員）

ﾗｯﾊﾟ長　
（分団長）

副ラッパ長　
（副分団長）

団員　　　
（団員）

女性消防隊長
（分団長）

副女性消防隊長　
（副分団長）

団員　　　
（団員）


